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当社連結子会社による独占販売契約書等の締結に関するお知らせ 

 

本日、当社連結子会社ビートホールディングスジャパン株式会社（以下、「BHJ」といい

ます。）は、コンタクトレンズの輸入販売に関する独占販売契約書（以下、「本件契約」と

いいます。）を韓国の株式会社 IKYNY ENTERTAINMENT（以下、「アイキニ」といいま

す。）と、本件契約により獲得した日本国内の独占販売権を株式会社 WEKENJI（以下、「W

社」といいます。）に使用させるための覚書（以下、「本件覚書」といいます。）を BHJ、

アイキニ、W 社の三社間で、各々締結しましたので、以下の通りお知らせいたします。 

 

1. 本件契約及び本件覚書の内容等について 

（1）本件契約の内容 

 アイキニは、BHJ 又は BHJ が指定する第三者（以下、「BHJ 等」といいます。）に対し、

アイキニが流通権を保有するコンタクトレンズ（以下、「本商品」といいます。）の日本国

内における独占販売権を付与します。2020 年 9 月 24 日から 2021 年 9 月 30 日までの契約

期間内、アイキニは、本商品を BHJ 等に供給し、BHJ 等は、本商品を第三者に販売し販売

代金の回収を行います。 
 

（2）本件覚書の内容 

 BHJ が W 社を上記（1）記載の「BHJ が指定する第三者」に指定します。結果、本件覚

書に基づき、W 社はアイキニが供給又は製造する本商品を継続的にアイキニから購入し、

日本の 1 次ベンダーとして本商品を最終消費者あてネット直販し、又は国内他業者（2 次

ベンダー）に卸売りすることにより、販売代金の回収を行います。 

 

（3）W 社を協業先に選定した理由 

 過去、コンタクトレンズのみならず消費財の輸入販売を手掛けたことはなく、当社グル

ープ内に本商品を日本に輸入・販売するためのノウハウ・許認可を有していないため、BHJ

が上記独占販売権を獲得しても当社グループ内で活用するのはほぼ不可能です。そこで、

W 社を BHJ に代わる本商品の日本の 1 次ベンダーとして同社に独占販売権を使用させ、か
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かる独占販売権使用の対価として同社売上高に応じたロイヤルティを徴収することにより

収益を得ることが得策と判断しました。 

W 社は、従来から、保有する EC サイトプラットフォームにより、韓国の個人消費者等

の依頼に基づき、日本の衣料品・食品・雑貨等の輸入代行を行ってきた企業です。自社サ

イトのプラットフォームは勿論のこと、通関、集客、受発注・在庫管理、商品の梱包・発

送、決済管理、クレーム処理等のノウハウをすでに有しているため迅速な業務立ち上げが

可能なほか、韓国人経営者により運営され商品の輸出元アイキニとの日常のコミュニケー

ションを円滑に行えるメリットもあることから、BHJ では、同社が本件における適切なパ

ートナーたり得ると判断したものです。 

コンタクトレンズ販売に必要な許認可は W 社が取得するほか、同社が独自に運営資金を

調達し、商品在庫も同社が負担することとなります。当社としては、BHJ が、直接業務遂

行する場合に想定される各種事業リスクは回避しつつ事業収益の享受を可能とするストラ

クチャーを確保できたものと評価しております。 

 

（4）今後の展開 

 W 社が輸入販売するコンタクトレンズは、世界的に有名な韓国の男性 Hip Hop アイドル

グループ「BTS（방탄소년단、防弾少年団）」を広告宣伝キャラクターに使用したもので、

韓国内では人気の高い商品となっています。今回、アイキニが BTS 所属事務所から BTS を

キャラクター使用したコンタクトレンズの日本・中国における商品流通権を得たうえ、BHJ

に対し日本における独占販売権の供与を行うものです。我が国においては、昨年、国内コ

ンタクトレンズ業者が BTS 所属事務所から商品パッケージ等に BTS 及び各メンバーの名

称・画像等知的財産権を使用する許諾を得て台湾で製造した商品を輸入発売し、約 18 億円

の年間売上高を計上した（注）とのことで、昨年末、当該国内業者の知的財産権の使用許諾

期間が満了したため、今回、アイキニが日本の商品流通権を得て、同社グループ会社が韓

国内で製造・販売している商品を、W社が日本国内で独占的に販売を行うこととなります。 
（注）アイキニの BTS 所属事務所あてヒアリングによる。 
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W 社では、商品販売に必要な許可を得たのち、本年 12 月中を目処に国内での流通を開

始する予定とのことです。仮に、W 社が昨年の他社実績並み 18 億円程度の年間売上を達

成した場合には、BHJ において年間 1.8 億円程度のロイヤルティ収入が見込まれます。 

 

2. 子会社 BHJの概要 

                         （2020 年 9月 24日現在） 

（１） 名 称 ビートホールディングスジャパン株式会社 

（２） 所 在 地 
東京都港区南青山一丁目 2 番 6 号 

ラティス青山スクエア 2 階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役 中村 真詩 

（４） 事 業 内 容 日本における当社グループの広報活動等 

（５） 資 本 金 10 百万円 

（６） 設 立 年 月 日 2000 年 7 月 28 日 

（７） 大株主及び持株比率 
Xinhua Holdings（HK）Limited（以下、「XHHL」といい

ます。）、100% 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 
当社 100%子会社である XHHL の 100%子

会社です。 

人 的 関 係 該当なし。 

取 引 関 係 本件以外、該当なし。 

 

3. アイキニ及びW社の概要 

アイキニ：                        （2020 年 9 月 24 日現在） 

（１） 名 称 株式会社 IKYNY ENTERTAINMENT 

（２） 所 在 地 大韓民国ソウル特別市江南区論峴路 159 ギル 16、5 階 

（３） 代表者の役職・氏名 代表理事 Ki-yun Kim 

（４） 事 業 内 容 
エンターテインメント､マネジメント関連事業 

美容用品・化粧品・香水等の製造及び卸小売 

（５） 資 本 金 100 百万韓国ウォン（8.93 百万円）（注） 

（６） 設 立 年 月 日 2019 年 9 月 23 日 

（７） 大株主及び持株比率 
Ki-yun Kim、51% 

Jim-guk Kim、49% 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 該当なし。 

人 的 関 係 該当なし。 

取 引 関 係 本件以外、該当なし。 

（注）2020 年 8 月 31 日現在の株式会社三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値である 100 韓国ウォン

＝8.93 円で換算された金額です。 

 

W社：                             （2020 年 9 月 24 日現在） 

（１） 名 称 株式会社 WEKENJI 

（２） 所 在 地 東京都新宿区歌舞伎町二丁目 3 番 21-803 号 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役、金 建（Geon Kim） 

（４） 事 業 内 容 総合輸出入貿易業務、EC サイトの運営等 

（５） 資 本 金 700 万円 

（６） 設 立 年 月 日 2017 年 4 月 7 日 
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（７） 大株主及び持株比率 金 建、85.7% 

（８） 
上場会社と当該会社 

と の 間 の 関 係 

資 本 関 係 該当なし。 

人 的 関 係 該当なし。 

取 引 関 係 本件以外、該当なし。 

 

4. 日程 

（1）本件契約及び本件覚書の締結日：2020 年 9 月 24 日 

（2）W 社における輸入販売開始：2020 年 12 月（予定） 

 

5. 今後の業績に与える影響 

現在、本件契約及び本件覚書の締結が、当社の 2020 年 12 月期の業績に与える影響につ

いては精査中であり、判明次第お知らせいたします。 

以 上   
 

 

ビート・ホールディングス・リミテッドについて 

 

当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、所有する知的財産権及び技術に基づいてヘルスケア・ブ

ロックチェーン・エコシステムの構築を含むブロックチェーン技術に基づくアプリケーションの開発、及び

知的財産権のライセンシング事業を行っております。また子会社の GINSMS Inc.（トロント・ベンチャー証券

取引所に上場、TSXV：GOK）を通じてモバイル・メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサ

ービスを提供しています。当社は、ケイマン諸島においてケイマン会社法に従い設立・登記された会社であ

り、香港に事業本部を構えシンガポール、マレーシア、インドネシア、中国及びカナダに子会社を有してお

ります。 

 

詳細は、ウェブサイト：https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。 

 

本書は一般公衆に向けられた開示資料であり、当社株式への投資を勧誘するものではありません。投資家は、

当社への投資を判断する際、当社の過去の適時開示資料及び法定開示資料を含むがこれらに限定されない資

料を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を併せて考慮した上でかかる判断を行う必要が

あります。 


